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双方居住者
―日米租税条約・米国市民課税の問題を中心として―

は
じ
め
に

各
国
で
の
「
国
内
法
」
の
定

め
に
よ
り
「
居
住
者
」
の
判
定

を
す
る
と
、
二
国
間
で
「
双
方

居
住
者
」
（R

esid
en
t
o
f

b
oth

of
T
h
e
C
on
tracti

n
g
S
tates

）
又

は
、「
二

重

居
住
者
」（Ｄ

u
al
resid

en
t

）

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
米
国
を
除
き
、
通

常
は
、「
租
税
条
約
」
締
約
国

ど
う
し
て
で
あ
れ
ば
、
後
述
の

〈
ス
テ
ッ
プ
３
〉
に
相
当
す
る

判
定
ル
ー
ル
が
あ
る
た
め
、
最

終
的
に
は
相
互
協
議
に
よ
り
ど

ち
ら
か
一
国
の
み
の
居
住
者
に

な
り
、
双
方
居
住
者
が
生
じ
な

い
よ
う
手
当
て
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約

第
４
条
、
そ
の
他
各
国
と
の
条

約
参
照
）

居
住
者
の
定
義
・
判
定

（
日
米
租
税
条
約
第
４
条
①
）

－

先
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
で
判
定
〈
ス
テ
ッ
プ
１
〉

租
税
条
約
で
は
、
条
約
適
用

対
象
者
を
明
記
し
て
い
る
。

日
米
租
税
条
約
第
１
条
、
で

は
、「
こ
の
条
約
は
、
こ
の
条

約
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
一
方
又
は
双
方

の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
者

に
の
み
適
用
す
る
。
」
と
規
定

し
て
い
る
。
ま
た
、
第
４
条
①

に
お
い
て
「
居
住
者
」
の
定
義

で

は
、「
こ

の

条

約

の

適

用

上
、「
一
方
の
締
約
国
の
居
住

者
」
と
は
、
当
該
一
方
の
締
約

国
の
法
令
の
下
に
お
い
て
、
住

所
、
居
所
、
市
民
権
、
本
店
又

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

法
人
の
設
立
場
所
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
基
準
に
よ
り
当
該

一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
税

を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

者
」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
居
住
者
の
判
定
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
締
約
国
の
国
内
法
に

よ
り
判
定
さ
れ
る
。
そ
の
国
に

お
い
て
居
住
者
と
し
て
課
税
を

受
け
る
も
の
が
、
租
税
条
約
の

適
用
上
居
住
者
と
な
る
。

�
米
国
の
国
内
法
の
居
住
者
の

ル
ー
ル

『
米
国
は
、
居
住
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
自
国
市
民
に
対
し
て

そ
の
全
世
界
所
得
に
課
税
す
る

例
外
的
な
国
』
で
あ
る
。
こ
の

米
国
市
民
と
同
様
に
「
居
住
外

国
人
」
も
「
居
住
者
」
と
さ
れ
、

全
世
界
所
得
に
対
し
て
課
税
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
非

居
住
外
国
人
」
は
、
一
定
の
米

国
源
泉
所
得
と
米
国
の
営
業
・

事
業
に
実
質
関
連
所
得
に
の
み

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
。（
Ｉ

Ｒ

Ｃ

７
７
０
１

条

�
�
�

１
９
８
５
年
改
正
で
定
義
）

米
国
で
の
「
居
住
者
」
と
は
、

①
米
国
国
籍
の
者
、
②
グ
リ
ー

ン
カ
ー
ド（
永
住
許
可
証
）
の

所

有
者
、
③
「
実
質
的
存
在
」
基

準
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
７
７
０
１
条
�
の

い
ず
れ
か
の
該
当
者
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
実
質
的
存
在
」

基
準
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
７
７
０
１
条
�
）

と
は
、
当
年
度
の
米
国
在
住
期

間
が
、
３１
日
以
上
で
、
か
つ
、

当
年
度
を
含
め
た
過
去
３
年
間

の
「
米
国
在
住
期
間
」
の
合
計

が
１
８
３
日
以
上
を
い
う
。

【
注
】
こ
の
「
米
国
在
住
期
間
」

の
計
算
は
、
初
年
度
は
１
、
前

年
度
は
１
／
３
、
前
々
年
度
は

１
／
６
を
乗
ず
る
（
分
数
計
算

を
し
、
端
数
処
理
調
整
は
し
な

い

で

判

定
）（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
７
７
０

１
条
�
�
。

�
日
本
で
の
国
内
法
の
居
住
者

の
ル
ー
ル

居
住
者
は
、
全
世
界
所
得
に

対
し
て
課
税
さ
れ
る
が
、
非
居

住
者
は
、
一
定
の
日
本
源
泉
所

得
（
所
所
第
１
３
８
条
）
に
の
み

課

税
さ
れ
る
。こ
の「
居
住
者
」と

は
、
１
年
以
上
継
続
的
に
日
本

に
居
住
す
る
者
を
い
い
、「
非

居
住
者
」
と
は
、
日
本
に
住
所

を
有
し
な
い
者
で
１
年
以
上
継

続
的
に
日
本
に
居
住
し
て
い
な

い
者
を
い
う
。
こ
の
住
所
と

は
、
そ
の
者
の
生
活
の
本
拠
を

い
い
、
個
人
意
思
に
よ
る
主
観

で
は
な
く
客
観
的
な
事
実
に
よ

り
判
断
し
、
数
カ
所
で
な
く
一

ヶ
所
と
さ
れ
る
。

米
国
市
民
・
永
住
権
を
有
す
る

外
国
人
で
、
米
国
居
住
者

（
日
米
租
第
４
条
②
）〈
ス
テ
ッ
プ
２
〉

米
国
で
は
、
米
国
市
民
権
を

有
す
る
場
合
や
、
永
住
を
適
法

に
認
め
ら
れ
た
外
国
人
も
、
物

理
的
身
体
的
に
居
住
す
る
場
所

を
問
わ
ず
米
国
国
内
法
で
居
住

者
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
米
租
税
『
条
約
』
で
も
第
４

条
①
に
よ
り
米
国
居
住
者
と
な

る
。た

だ
し
、
こ
の
第
４
条
①
の

原
則
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

４
条
②
の
例
外
規
定
に
よ
っ

て
、
そ
の
個
人
が
次
の
３
要
件

を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
、

「
条
約
上
の
米
国
居
住
者
」
と

し
て
い
る
。

�
第
４
条
①
の
規
定
に
よ
り
日

本
国
の
居
住
者
に
該
当
す
る

者
で
な
い
。

�
米
国
内
に
実
質
的
に
所
在

し
、
又
は
恒
久
的
住
居
若
し

く
は
常
用
の
住
居
を
有
す
る
。

�
日
米
以
外
の
国
と
の
間
の
条

約
で
、
米
国
以
外
の
国
の
居

住
者
と
さ
れ
る
者
で
な
い
。

�
の
規
定
は
、
米
国
市
民
又

は
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
保
有
者

が
、
米
国
と
の
強
い
経
済
関
係

を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
�
の
規
定

は
、
第
三
国
の
居
住
者
で
あ
る

米
国
市
民
又
は
グ
リ
ー
ン
カ
ー

ド
保
有
者
が
、
日
本
と
居
住
地

国
で
あ
る
第
三
国
と
の
条
約
の

特
典
を
超
え
る
日
米
租
税
条
約

の
特
典
を
享
受
す
る
選
択
を
阻

止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

双
方
居
住
者
の
最
終
振
り
分
け

基
準（

日
米
租
第
４
条
③
）〈
ス
テ
ッ
プ
３
〉

こ
の
第
４
条
③
の
規
定
に
よ

り
、「
一
方
の
締
約
国
の
居
住

者
と
み
な
さ
れ
る
個
人
は
、
こ

の
条
約
の
適
用
上
、
当
該
一
方

の
締
約
国
の
み
の
居
住
者
と
み

な
す
。
」
こ
と
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
法
に
規
定
す
る
居
住
者
で
、

米
国
居
住
者
と
み
な
さ
れ
た
も

の
は
、日
本
に
お
い
て
所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
（
住
民
税
及
び

事
業
税
）
等
に
お
い
て
非
居
住

者
と
し
て
適
用
を
受
け
る
（
租

税
条
約
実
施
特
例
法
第
６
条
）
。

�
恒
久
的
住
居

（Perm
anent.hom

e

）
の

存
在
・
重
要
な
利
害
関
係（
人

的
・
経
済
的
）（C

entre
of

vital
interests

）
の
中
心

・
当
該
個
人
は
、
そ
の
使
用

す
る
恒
久
的
住
居
が
所
在
す

る
締
約
国
の
居
住
者
と
み
な

す
。
ま
た
、
そ
の
使
用
す
る

恒
久
的
住
居
を
双
方
の
締
約

国
内
に
有
す
る
場
合
に
は
、

当
該
個
人
は
、
そ
の
人
的
及

び
経
済
的
関
係
が
よ
り
密
接

な
締
約
国
（
重
要
な
利
害
関

係
の
中
心
が
あ
る
締
約
国
）

の
居
住
者
と
み
な
す
。

・
体
的
な
判
断
基
準
と
し

て
、
家
族
等
の
居
住
す
る
住

居
等
が
あ
り
、
そ
の
個
人
の

事
業
又
は
勤
務
す
る
場
所
、

資
産
の
所
在
地
等
に
よ
り
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
。

�
常
用
の
住
居
（H

abitual

abode

）
の
存
在

・
そ
の
重
要
な
利
害
関
係
の

中
心
が
あ
る
締
約
国
を
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

又
は
そ
の
使
用
す
る
恒
久
的

住
居
を
い
ず
れ
の
締
約
国
内

に
も
有
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
個
人
は
、
そ
の
有
す
る

常
用
の
住
居
が
所
在
す
る
締

約
国
の
居
住
者
と
み
な
す
。

・
重
要
な
利
害
の
中
心
に
よ

り
判
定
で
き
な
い
場
合
、
そ

の
個
人
が
、
そ
の
住
居
を
使

用
す
る
頻
度
あ
る
い
は
滞
在

す
る
期
間
等
に
着
目
し
て
常

用
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

�
国
籍

・
そ
の
常
用
の
住
居
を
双
方

の
締
約
国
内
に
有
す
る
場
合

又
は
こ
れ
を
い
ず
れ
の
締
約

国
内
に
も
有
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
個
人
は
、
当
該
個
人

が
国
民
で
あ
る
締
約
国
の
居

住
者
と
み
な
す
。

�
相
互
協
議
（
権
限
あ
る
当
局

の
協
議
）

・
当
該
個
人
が
双
方
の
締
約

国
の
国
民
で
あ
る
場
合
又
は

い
ず
れ
の
締
約
国
の
国
民
で

も
な
い
場
合
に
は
、
両
締
約

国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

合
意
に
よ
り
当
該
事
案
を
解

決
す
る
。

外
国
税
額
控
除

（
ス
リ
ー
バ
イ
ト
・
ル
ー
ル
）（
日
米
租
第
２３
条
③
）

条
約
上
、
日
本
の
居
住
者
に

な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
米
国

の
市
民
権
を
有
す
る
者
は
、
結

果
と
し
て
日
米
両
国
で
「
居
住

者
と
し
て
全
世
界
所
得
を
課

税
」
さ
れ
二
重
課
税
の
問
題
が

生
じ
る
。
二
重
課
税
は
、
日
米

の
外
国
税
額
控
除
の
制
度
に
よ

っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
米
国
の
市
民
課
税
が
、
日

本
の
外
国
税
額
控
除
の
際
に
日

本
の
所
得
税
か
ら
控
除
す
る
米

国
所
得
税
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

必
要
以
上
に
税
額
控
除
さ
れ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
、
日
米
租
税

条
約
で
そ
の
外
税
控
除
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
ル
ー
ル
（
参

考

U
S
M
od
el

In
com

e

T
ax

C
on
ven
tion

ス

リ

ー

バ
イ
ト
・
ル
ー
ル
）
を
定
め
て

い
る
。（
日
米
租
税
条
約
第
２３

条
③
）

先
ず
、
日
本
の
外
国
税
額
控

除
の
際
に
は
、
控
除
す
る
米
国

所
得
税
額
は
、
そ
の
個
人
が
米

国
市
民
で
は
な
い
非
居
住
者
と

仮
定
し
て
、
米
国
で
課
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
（
日
米
租
税
条
約
で

の
限
度
税
率
等
適
用
後
）
額
と

し
、
日
本
の
所
得
税
の
計
算
を

行
う
（
第
２３
条
③
�
）
。

こ
れ
で
、
米
国
内
法
の
米
国

市
民
課
税
が
日
本
の
外
国
税
額

控
除
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う

に
し
た
う
え
で
、
日
本
の
所
得

税
の
額
を
ま
ず
確
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
次
に
、
そ
の
確
定
し

た
日
本
の
所
得
税
の
額
を
米
国

で
外
国
税
額
控
除
す
る
こ
と
に

な
る
（
同
条
③
�
�
）
。

「
日
本
の
居
住
者
（
米
国
の

非
居
住
者
）
」
で
あ
る
米
国
市

民
に
対
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に

米
国
で
外
国
税
額
控
除
を
認
め

る
こ
と
は
、
セ
イ
ビ
ン
グ
・
ク

ロ
ー
ズ
（
米
国
市
民
課
税
に
対

す
る
米
国
の
課
税
権
留
保
規
定

（
日
米
租
税
条
約
第
１
条
④
）
）

か
ら
生
ず
る
当
然
の
理
論
的
に

解
決
す
る
た
め
の
計
算
手
順
で

あ
る
。

参
考
文
献
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日
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釈
研
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